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 戸
こ

籍
せき

制
せい

度
ど

とは、個
こ

人
じん

の 出
しゅっ

生
しょう

や死
し

亡
ぼう

、結
けっ

婚
こん

などの身
み

分
ぶん

関
かん

係
けい

を登
とう

録
ろく

し、 公
おおやけ

に証
しょう

明
めい

する制
せい

度
ど

です。戸
こ

籍
せき

法
ほう

は属
ぞく

地
ち

的
てき

効
こう

力
りょく

として日
に

本
ほん

国
こく

内
ない

の外
がい

国
こく

人
じん

にも適
てき

用
よう

されますので、日
に

本
ほん

に住
す

んでいる外
がい

国
こく

人
じん

の方
かた

々
がた

も

日
に

本
ほん

国
こく

内
ない

で 出
しゅっ

産
さん

や死
し

亡
ぼう

したとき、または結
けっ

婚
こん

や離
り

婚
こん

したときなどは戸
こ

籍
せき

法
ほう

に基
もと

づいてお住
す

まいの市
し

区
く

町
ちょう

村
そん

の役
やく

所
しょ

に 届
とどけ

出
で

をします。これらの 届
とどけ

出
で

は保
ほ

管
かん

され、その人
ひと

の身
み

分
ぶん

関
かん

係
けい

を証
しょう

明
めい

する資
し

料
りょう

となるので

す。 

※出
しゅっ

生
しょう

や死
し

亡
ぼう

があったときには、同
どう

時
じ

に本
ほん

国
ごく

にも報
ほう

告
こく

しましょう。手
て

続
つづき

の方
ほう

法
ほう

は在
ざい

日
にち

大
たい

使
し

館
かん

、または領
りょう

事
じ

館
かん

に確
かく

認
にん

してください。 
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